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指
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摩
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収
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摩
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指
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指
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指
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指
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指
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認
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…
…
…
…
…
…
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
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緑
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三
一

1

五
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組
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よ
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2
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〇
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引
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六
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七
条
に
よ
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告
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…
…
…
…
…
…
…
…
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同
）
一

三
一

2

六
一

都
営
住
宅
の
廃
止
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…
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住
宅
政
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本
部
都
営
住
宅
経
営
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経
営
企
画
課
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三
一

3

六
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都
営
住
宅
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用
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の
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同
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一

三
一

3

六
三
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営
住
宅
の
名
称
、
位
置
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用
料
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一

三
一

6

六
四
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営
改
良
住
宅
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廃
止
…
…
…
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同
）
一

三
一

7

六
五

都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅

の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…（
同
）
一

三
一

7

六
六

都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一

三
一

8

六
七

都
営
住
宅
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駐
車
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名
称
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位
置
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び
区
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…
…
…
…
…
…
…
…
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同
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一

三
一

8

六
八

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…

…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一

三
一

8

六
九

都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の

変
更
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）
一

三
一

11

七
〇

河
川
予
定
地
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
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設
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川
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一

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
…
…
…
…

一

八

1

二

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…

一

八

2

三

東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…

一

八

2

四

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

八

2
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規
　
　
　
則
（
人
）

公
布

番
号

　
　 
件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

一

九

4

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三

古
物
営
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い

て
の
公
開
の
聴
聞
…
…
…
…
…
…
…
…

一

六

1

八

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
…
…

一

一
五

2

一
六

教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…

一

一
七

1

三
五

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
営
業
許
可

の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

三
一

14

告
　
　
　
示
（
警
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一

平
成
六
年
警
視
庁
告
示
第
百
十
五
号

（
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
、
駐
在
所
の

所
属
、
名
称
及
び
位
置
に
関
す
る
告

示
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…

一

六

1

告
　
　
　
示
（
海
区
漁
調
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一

東
京
都
八
丈
島
近
海
漁
場
に
設
置
し
た

浮
魚
礁
に
お
け
る
漁
業
の
制
限
…
…
…

一

一
〇

19

規
　
　
　
程
（
水
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一

東
京
都
水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保

安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…

一

二
二

7

告
　
　
　
示
（
下
水
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…

一

一
〇

19

二

下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

二
七

5

公
　
　
　
告

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

　
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
一

七

2

○
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
辞
退
…
…
…
…
…

　
…
…（
保
健
医
療
局
感
染
症
対
策
部
防
疫
課
）
一

八

3

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
…
…
…
…

　（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）
一

一
四

2

○
放
置
車
両
確
認
事
務
の
委
託
（
三
十
四
件
）

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
警
視
庁
）
一

一
四

2

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
件
）
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

一

二
〇

2

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
住
所
の
変

更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一

二
三

1

○
東
京
都
水
道
局
小
平
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）
一

二
四

6

○
東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
所
管
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…（
同
）
一

二
四

6

○
東
京
都
水
道
局
東
久
留
米
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
所
管
区
域
の
変
更
…
…
…
…（
同
）
一

二
四

6

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
…
…
…
…

　
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
一

二
八

7

○
令
和
六
年
度
行
政
書
士
試
験
の
合
格
者
…
…

　
…
…
…
…
…（
総
務
局
行
政
部
振
興
企
画
課
）
一

二
九

2

1

○
労
働
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
交

付
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
労
働
委
員
会
）
一

三
〇

4

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）

一

三
一

14

○
都
市
計
画
事
業
の
施
行
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
計
画
課
）
一

三
一

14

正
　
　
　
誤

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日
付
東
京
都
規
則

第
百
八
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

三
〇

4

六
七

都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及

び
区
画
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）
一

三
一

8

六
八

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…

…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一

三
一

8

六
九

都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の

変
更
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）
一

三
一

11

七
〇

河
川
予
定
地
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）
一

三
一

12

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
…
…
…
…

一

八

1

二

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…

一

八

2

三

東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…

一

八

2

四

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

八

2
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